
 
 

福祉・介護職員などの処遇改善を求める意見書（案） 

 

「老人福祉・介護事業所」の倒産が令和元年、令和２年と過去最多を更新しています。令和

３年もコロナ禍で利用控えが長期化し、感染防止などの費用負担が経営を圧迫しています。 

介護職などの平均給与は全産業平均より月１０万円も低い状況におかれるなど、劣悪な労働

条件が長らく放置されてきました。特に、介護職は離職者も多く、慢性的な人手不足が大問題

となっています。 

こうした中、国は昨年、福祉・介護職員の処遇改善臨時特例交付金（令和３年度補正予算）

で今年２月から前倒しで収入を３％（平均月額９千円程度）引き上げる予算を計上しました。 

しかし、補正予算では全額国費負担は今年２月から９月までで、１０月以降については国の

負担が大幅に減り、自治体負担やサービス利用者・被保険者の新たな負担増が懸念されていま

す。 

介護事業者から応益負担で国の責任を投げ捨てるものとの批判も強く、現場の声を受け、全

国市長会からも負担が過重にならないよう必要な措置を求める動きも起きています。 

福祉・介護などの労働者は、コロナ禍で人命を守り、住民の生活を支えるかけがえのない役

割を果たしており、専門職に相応しい処遇改善は喫緊の課題です。 

よって、政府におかれては、福祉・介護職員の給料や手当の引き上げなどの処遇改善を公的

責任で実施されることを強く要望します。 
 
 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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